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我が国製造業の競争力強化に向けた要素 第4章



稼ぐ力の向上には、労働人口減少への対応も重要な課題であり、ロボットや の開発・活

用も有望なソリューションとして考えられる。しかし、ものづくりの現場では多品種少量生

産を始め、顧客の高度かつ多様化したニーズに対して迅速に対応する必要性にも迫られてい

るところ、既存のロボットはハード・ソフトが一体化しており開発の柔軟性が低く、周囲の

環境等に合わせて自律的に判断・動作を行うことが困難である（図 ）。

また、 の活用を促進するためには技術開発だけでなく、 を用いたサービスの提供者と

利用者間の契約において、提供データの利用範囲等に関する利益及びリスクを適切に分配す

ることが重要である。

これらの課題に対して、経済産業省では民間事業者と連携して ロボティクス分野の開発

支援策及び の利用・開発に関する契約チェックリストを公表し、民間事業者におけるロボ

ット・ の普及を後押ししている。

加えて、半導体・ 産業の成長需要を取り込むとともに、各産業の国際競争力の強化につ

なげていくための措置を講じるため、「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法

律の一部を改正する法律案」を第 回通常国会に提出している。

上述の取組に加え、サプライチェーン上の物流における労働力不足への対応も重要な課題

である。「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部

を改正する法律」（令和 年法律第 号）により「流通業務の総合化及び効率化の促進に関す

る法律」（平成 年法律第 号）を「物資の流通の効率化に関する法律」（平成 年法律第

号）へ改正し、物流事業者だけでなく年間取扱貨物が一定重量を超える荷主（製造事業者等）

に対しても、荷役・荷待時間の短縮や積載率向上等に取り組むことを求めると共にシステム

導入等によるデータ・デジタル技術を活用した物流効率化を推進していく。

以下では、これまでに述べた各施策の概略を紹介する。

図 ：少量多品種市場へのロボット開発・導入の課題

資料：経済産業省「第 回 半導体・デジタル産業戦略検討会議 資料 半導体・デジタル産業戦略の現状と今

後」（ 年 月）
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我が国のものづくり拠点としての機能の維持・強化に向けた

「素形材産業ビジョン」の取りまとめ

「素形材産業ビジョン」の概要

我が国は、伝統的に鋳造や鍛造等の素形材技術を活用し、高性能・高品質な製品を製造できる

強みを有しているが、国内の構造的な人手不足や製造業全体のグローバル展開が進む中、新興国

を始めとする各国との競争は激化し、新たな製造技術の導入も進展している。

こうした大きな変化の中で、高付加価値分野で技術力を活かし、グローバル展開により海外で

も稼ぐため、 、 、経済安全保障への対応を推進するという我が国製造業の成長戦略の大きな

方向性を踏まえ、本ビジョンでは、我が国素形材産業が自ら変革を遂げていくための具体的目標

とその実現に向けた取組の方向性を提示した（図）。

＜目的＞ 世界の製造業を取り巻く環境変化に対応しながら、デジタル技術や人材等の経営資源

を活用して、我が国素形材産業の稼ぐ力を強化する。

これにより、我が国のものづくり拠点としての機能を維持・強化する。

（目標 ） 年までに、我が国素形材産業の自動車需要を維持・拡大しつつ、航空宇宙等の

高付加価値分野※の需要先比率を 割から 割に

※航空宇宙、産業機械、建設機械、ロボット、半導体製造装置、医療機器、エネルギー等

（目標 ） 年までに、我が国素形材産業の海外展開（海外直接投資、直接輸出、生産委託

等）比率を 割から 割に

（目標 ）新技術との融合による素形材の新たな領域拡大のため、 年までに、金属積層造

形市場における我が国の世界シェアを数％から世界トップレベルの 割に

製造業サプライチェーンの を進める素形材産業の優良事例

我が国金型産業の更なるグローバル競争力強化に向けて、素形材産業と自動車産業が連携した

「自動車金型づくり効率化推進会議」において、 による 図面の 化や、自動車メーカーごと

に異なるプレス金型の製造に係る加工指示ルールの標準化等を推進している。自動車メーカー、

金型メーカー等がデータ連携することで、金型製造のスピードアップや精密な設計・加工技術の

向上等、より付加価値の高い金型製造を目指している。

図：「素形材産業ビジョン」の概要

資料：経済産業省「素形材産業ビジョン」（ 年 月）

稼ぐ力の向上には、労働人口減少への対応も重要な課題であり、ロボットや の開発・活

用も有望なソリューションとして考えられる。しかし、ものづくりの現場では多品種少量生

産を始め、顧客の高度かつ多様化したニーズに対して迅速に対応する必要性にも迫られてい

るところ、既存のロボットはハード・ソフトが一体化しており開発の柔軟性が低く、周囲の

環境等に合わせて自律的に判断・動作を行うことが困難である（図 ）。

また、 の活用を促進するためには技術開発だけでなく、 を用いたサービスの提供者と

利用者間の契約において、提供データの利用範囲等に関する利益及びリスクを適切に分配す

ることが重要である。

これらの課題に対して、経済産業省では民間事業者と連携して ロボティクス分野の開発

支援策及び の利用・開発に関する契約チェックリストを公表し、民間事業者におけるロボ

ット・ の普及を後押ししている。

加えて、半導体・ 産業の成長需要を取り込むとともに、各産業の国際競争力の強化につ

なげていくための措置を講じるため、「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法

律の一部を改正する法律案」を第 回通常国会に提出している。

上述の取組に加え、サプライチェーン上の物流における労働力不足への対応も重要な課題

である。「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部

を改正する法律」（令和 年法律第 号）により「流通業務の総合化及び効率化の促進に関す

る法律」（平成 年法律第 号）を「物資の流通の効率化に関する法律」（平成 年法律第

号）へ改正し、物流事業者だけでなく年間取扱貨物が一定重量を超える荷主（製造事業者等）

に対しても、荷役・荷待時間の短縮や積載率向上等に取り組むことを求めると共にシステム

導入等によるデータ・デジタル技術を活用した物流効率化を推進していく。

以下では、これまでに述べた各施策の概略を紹介する。

図 ：少量多品種市場へのロボット開発・導入の課題

資料：経済産業省「第 回 半導体・デジタル産業戦略検討会議 資料 半導体・デジタル産業戦略の現状と今

後」（ 年 月）
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ロボティクス施策

～国産 ロボットによる社会課題の解決と産業競争力の向上～

ロボットが必要な背景と課題

人口減少による構造的な人手不足に直面する我が国が、生産性や産業競争力を向上させ、今後

の国民生活の水準を維持・向上するには、あらゆる産業、特にこれまでロボットが導入されてい

ない少量多品種市場での導入を進めていくことが重要である（図 ）。そのためには、ロボットが

現場のニーズに応じた多様な動作を実現し、人と接する複雑な環境でも様々な動作を自律的に行

うことが求められる。しかし、既存のロボットは、多様なロボット開発をしづらく、ロボットが

自ら判断・動作することが困難といった課題も抱えている。これらの課題を解決するには、オー

プンな開発基盤の構築と、ロボットの自律性を高めるためのデータ収集と 開発が必要である。

開発制約への対応：ロボットのオープンな開発基盤の構築

少量多品種市場へのロボットの普及拡大のためには、多種多様な現場ニーズに対応可能なソフ

トウェアが、ロボットを制御するロボットシステムが必要となる。しかし、現在のロボットシス

テムは、ハード・ソフトが垂直統合した構造で、汎用性・拡張性が乏しいという課題がある。こ

のような状況を踏まえ、ロボットの未活用領域である少量多品種市場での国産ロボットの供給に

向け、既存のオープンな開発環境を活用しつつ、ハードとソフトのモジュール化による柔軟かつ

効率的なロボットシステムの開発を推進する。その上で課題となる、ソフトウェアの信頼性・安

定性を検証・選別する基盤を新たに構築する。これらにより、ソフトウェア開発を担うスタート

アップを始め、多様な開発主体によるロボットシステム開発への参入機会を拡大する（図 ）。

図 ：ロボットの導入市場

資料：経済産業省「第 回 半導体・デジタル産業戦略検討会議 資料 半導体・デジタル産業戦略の現状と今

後」（ 年 月）
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技術制約への対応：ロボティクス分野におけるデータプラットフォームの構築と 開発の促進

言語・画像等の分野と異なり、ロボティクス分野の生成 開発には、汎用的なモデル開発に必

要なデータが特定されていないという課題や、現実空間の認識や物理的な稼働に関するデータが

収集されていないことなどの課題が存在する。このような状況を踏まえ、試験用ロボットを用い

てデータを収集し、収集したデータを基に基盤モデルを開発し、更にその基盤モデルをロボット

に組み込み、実現場での実証を通じて新たなデータを収集することで、データプラットフォーム

の構築と 開発を促進することが必要である（図 ）。このプラットフォーム上で収集されたデー

タと、そのデータで開発された基盤モデルを広く公表することで、ロボティクス分野の モデル

の開発や、幅広い産業へのロボット導入を進めていく。

図 ：従来の開発環境と目指す姿

資料：経済産業省「第 回 半導体・デジタル産業戦略検討会議 資料 半導体・デジタル産業戦略の現状と今

後」（ 年 月）

図 ：ロボティクス分野におけるデータプラットフォーム

資料：経済産業省「第 回 半導体・デジタル産業戦略検討会議 資料 半導体・デジタル産業戦略の現状と今

後」（ 年 月）

ロボティクス施策

～国産 ロボットによる社会課題の解決と産業競争力の向上～

ロボットが必要な背景と課題

人口減少による構造的な人手不足に直面する我が国が、生産性や産業競争力を向上させ、今後

の国民生活の水準を維持・向上するには、あらゆる産業、特にこれまでロボットが導入されてい

ない少量多品種市場での導入を進めていくことが重要である（図 ）。そのためには、ロボットが

現場のニーズに応じた多様な動作を実現し、人と接する複雑な環境でも様々な動作を自律的に行

うことが求められる。しかし、既存のロボットは、多様なロボット開発をしづらく、ロボットが

自ら判断・動作することが困難といった課題も抱えている。これらの課題を解決するには、オー

プンな開発基盤の構築と、ロボットの自律性を高めるためのデータ収集と 開発が必要である。

開発制約への対応：ロボットのオープンな開発基盤の構築

少量多品種市場へのロボットの普及拡大のためには、多種多様な現場ニーズに対応可能なソフ

トウェアが、ロボットを制御するロボットシステムが必要となる。しかし、現在のロボットシス

テムは、ハード・ソフトが垂直統合した構造で、汎用性・拡張性が乏しいという課題がある。こ

のような状況を踏まえ、ロボットの未活用領域である少量多品種市場での国産ロボットの供給に

向け、既存のオープンな開発環境を活用しつつ、ハードとソフトのモジュール化による柔軟かつ

効率的なロボットシステムの開発を推進する。その上で課題となる、ソフトウェアの信頼性・安

定性を検証・選別する基盤を新たに構築する。これらにより、ソフトウェア開発を担うスタート

アップを始め、多様な開発主体によるロボットシステム開発への参入機会を拡大する（図 ）。

図 ：ロボットの導入市場

資料：経済産業省「第 回 半導体・デジタル産業戦略検討会議 資料 半導体・デジタル産業戦略の現状と今

後」（ 年 月）
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のの利利用用・・開開発発にに関関すするる契契約約チチェェッッククリリスストト

ササーービビススのの普普及及にに伴伴うう契契約約実実務務のの重重要要性性のの高高ままりり

関連技術は日々進化し、 年頃からは生成 技術を用いたサービスが急速に普及し始めて

いる。 サービスの利活用を検討する事業者が増加する中、利活用に伴う契約実務に関し、以下

のような懸念が挙げられている。

● の利活用に関する契約に伴う法的なリスクを十分に検討できていない可能性

●保護されるべきデータや情報が予期せぬ目的に利用され、また第三者に提供される等、想定

外の不利益を被る可能性

チチェェッッククリリスストトのの目目的的・・想想定定読読者者

年 月に経済産業省が公表した「 の利用・開発に関する契約チェックリスト」は、 利

活用の実務になじみのない事業者を含め、 利活用における当事者間の適切な利益及びリスクの

分配、ひいては の利活用を促すことを目的として、次に示す幅広い想定読者や製造業等での利

用場面を念頭に置いて作成された。

●ビジネス部門担当者等：契約上の論点を把握し社内法務部・弁護士と連携・相談

●社内法務部・顧問弁護士等： 利活用による競争力向上とリスク管理の両立を図る観点か

ら、契約上の留意点を網羅的に検討

内内容容・・構構成成

チェックリストは、 サービスの利用者がサービス提供者へ提供するデータの利用範囲や契約

上のベネフィットについて十分な検討を行うために必要な基礎的な知識や、提供データの不適切

な利用等を避けるため契約時に確認すべき具体的なポイントといった、 利活用の契約実務に有

用な情報を整理している。具体的には、 関連サービスにおける契約の一般的な要素として、イ

ンプット（学習用の生データ・プロンプト等）及びアウトプット（分析結果・コンテンツ等の

生成物、 システム等の成果物等）の関連条項や留意点が含まれる。

製造事業者を始め サービス利用者には必ず把握して欲しい内容であり、経済産業省 で全文

を確認いただきたい。

図： の利用・開発に関する契約チェックリストの対象となる条項

資料：経済産業省「 の利用・開発に関する契約チェックリスト」（ 年 月）
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半半導導体体・・ のの成成長長需需要要をを取取りり込込みみ、、各各産産業業のの国国際際競競争争力力強強化化をを図図るる法法案案

半半導導体体・・ 分分野野ににおおけけるる政政策策強強化化のの必必要要性性

生成 の利活用の急速な拡大に伴い、電子計算機に求められる計算量は大幅に増加しているこ

とから、今後情報処理の更なる促進を図るためには、先端的な半導体の確保、生成 の計算需要

を十分に満たせるだけのサーバーの導入や、生成 等のデジタル技術の利活用促進をけん引する

デジタル人材の育成等を併せて進める必要がある。また、半導体・ の成長需要を取り込み、各

産業の国際競争力の強化につなげていくため、半導体・ 分野の公的支援に係る民間事業者の予

見可能性を高め大規模な官民投資を誘発していく必要がある。

半半導導体体・・ にに係係るる法法案案のの提提出出

こうした背景を踏まえ、情報処理の高度化を推進するための環境の整備を図るべく、

（ ）指定高速情報処理用半導体の生産を安定的に行うために必要な取組の支援、

（ ）高度な情報処理の性能を有する設備（大規模なサーバーや冷却設備等）の導入の支援、

（ ）デジタル人材の育成、

（ ）（ ）～（ ）の措置に係る（独）情報処理推進機構の業務の追加、

（ ）半導体・ 施策に係る必要な財源を確保するための新たな公債の発行・償還等

に関する措置を「情報処理の促進に関する法律」（昭和 年法律第 号）において定め、（ ）に

係る経理を明確にするための新たな勘定の創設等の措置について「特別会計に関する法律」（平

成 年法律第 号）において定める法案「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法

律の一部を改正する法律案」を、第 回通常国会に提出した。

政府は引き続き、産業競争力強化等の観点から、半導体・ 分野での国内投資の継続的拡大に

向けて必要な措置を講じていく。

我が国において生産及び供給が安定的に行われていない、極めて大量の情報を極めて高速度で処理することを

可能とする半導体であって、情報処理の高度化のために特に必要なもの。

半導体の性能の向上等の措置等に充てるために必要な財源を確保するためのつなぎ国債。

図：情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の概要

資料：経済産業省「情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の概要」

（ 年 月）

のの利利用用・・開開発発にに関関すするる契契約約チチェェッッククリリスストト

ササーービビススのの普普及及にに伴伴うう契契約約実実務務のの重重要要性性のの高高ままりり

関連技術は日々進化し、 年頃からは生成 技術を用いたサービスが急速に普及し始めて

いる。 サービスの利活用を検討する事業者が増加する中、利活用に伴う契約実務に関し、以下

のような懸念が挙げられている。

● の利活用に関する契約に伴う法的なリスクを十分に検討できていない可能性

●保護されるべきデータや情報が予期せぬ目的に利用され、また第三者に提供される等、想定

外の不利益を被る可能性

チチェェッッククリリスストトのの目目的的・・想想定定読読者者

年 月に経済産業省が公表した「 の利用・開発に関する契約チェックリスト」は、 利

活用の実務になじみのない事業者を含め、 利活用における当事者間の適切な利益及びリスクの

分配、ひいては の利活用を促すことを目的として、次に示す幅広い想定読者や製造業等での利

用場面を念頭に置いて作成された。

●ビジネス部門担当者等：契約上の論点を把握し社内法務部・弁護士と連携・相談

●社内法務部・顧問弁護士等： 利活用による競争力向上とリスク管理の両立を図る観点か

ら、契約上の留意点を網羅的に検討

内内容容・・構構成成

チェックリストは、 サービスの利用者がサービス提供者へ提供するデータの利用範囲や契約

上のベネフィットについて十分な検討を行うために必要な基礎的な知識や、提供データの不適切

な利用等を避けるため契約時に確認すべき具体的なポイントといった、 利活用の契約実務に有

用な情報を整理している。具体的には、 関連サービスにおける契約の一般的な要素として、イ

ンプット（学習用の生データ・プロンプト等）及びアウトプット（分析結果・コンテンツ等の

生成物、 システム等の成果物等）の関連条項や留意点が含まれる。

製造事業者を始め サービス利用者には必ず把握して欲しい内容であり、経済産業省 で全文

を確認いただきたい。

図： の利用・開発に関する契約チェックリストの対象となる条項

資料：経済産業省「 の利用・開発に関する契約チェックリスト」（ 年 月）

167ものづくり白書166

製
造
業
の
競
争
力
強
化
に
向
け
た
Ｄ
Ｘ

第
２
節

我が国製造業の競争力強化に向けた要素 第4章

コラム



「「物物資資のの流流通通のの効効率率化化にに関関すするる法法律律（（新新物物効効法法））」」ににおおけけるる

製製造造事事業業者者等等のの荷荷主主事事業業者者にに対対すするる規規制制的的措措置置ににつついいてて

「「物物資資のの流流通通のの効効率率化化にに関関すするる法法律律（（新新物物効効法法））」」のの概概要要

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を改正して 年 月に施行された「物資

の流通の効率化に関する法律（新物効法）」は、物流の 年問題など物流業界における輸送能

力不足の課題に対応するため、製造事業者を含む荷主や物流事業者に対して規制的措置を設けた

法律である。

全全ててのの荷荷主主事事業業者者にに対対すするる規規制制的的措措置置

規制的措置を設けた目的は、荷主・物流事業者間の商慣行を見直し、荷待ち・荷役等時間の短

縮や積載効率の向上等を通じて、物流効率化を推進することである。荷主・物流事業者に対し、

物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について政府が具体的

に取り組むべき事項について判断基準を策定した上で、各社の取組状況について、当該判断基準

に基づき、指導・助言を行うこととしている。

特特定定荷荷主主にに対対すするる規規制制的的措措置置

また荷主のうち、年間取扱貨物の重量が一定規模以上となる荷主については、特定荷主として

指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付けている。各社の取組状況について、判断基準

に基づいて不十分であると認められる場合には、勧告・公表を行うこととしている。加えて、特

定荷主には、物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する者として物流統

括管理者（ ）の選任を義務付けている。

各荷主事業者は 年度における自社の取扱貨物の重量を算定し、その重量の合計が基準重量

以上となる場合は、翌 年度から特定荷主の指定を受け、特定荷主の義務が課されることとな

る。そのため、荷主事業者においては、年度における自社の取扱貨物の重量を把握することが必

要となる。

物物流流効効率率化化にに向向けけたたそそのの他他のの取取組組

物流業界における人手不足に対応するためには、これまで人手で担ってきた工程を自動化・機

械化し、省力化していくことが必要である。経済産業省としては、予算事業による補助も行って

おり、自動化機器、システム導入等のデジタル技術を活用した物流効率化を推進していく。

物流の 年問題： 年 月から、トラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用される一方、人手

不足の中で、何も対策を講じなければ物流の停滞を生じかねないという問題である。喫緊の課題であると同時

に、年々深刻化していく構造的な課題でもあるため、継続的に対応していく必要がある。

物流統括管理者（ ： ）：物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括

管理する者である。物流統括管理者の業務を遂行するためには、運送（輸送）、荷役といった物流の各機能を

改善することだけではなく、調達、生産、販売等の物流の各分野を統合して、流通全体の効率化を計画するた

め、関係部署間の調整に加え、取引先等の社外事業者等との水平連携や垂直連携を推進することなどが求めら

れ、これらの観点から事業運営上の決定を主導することとなる。このため、ロジスティクスをつかさどるいわ

ゆる としての経営管理の視点や役割も期待されていることから、その立場としては、基本として、重要な

経営判断を行う役員等の経営幹部から選任されることが必要である。

経済産業省「産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・

食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議 とりまとめ」（ 年 月）より引用
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のの推推進進等等にに資資すするる

の推進においても、稼ぐ力の向上と同様に、事業者ごと及びサプライチェーン横断での

データ・デジタル技術の活用が重要である。また、企業間のデータ連携・利活用は、稼ぐ力

の向上及び の推進だけでなく、サプライチェーン強靱化等にも複合的に資する取組として

注目されている。

（（ ））工工場場・・事事業業所所単単位位のの にに資資すするる のの取取組組動動向向：：省省エエネネ非非化化石石転転換換補補助助金金・・省省エエネネ診診断断

工場や事業所等において、デジタル技術の活用により、エネルギー消費量を可視化の上、

エネルギー消費の最適化に取り組み、 ・ を加速させていくことが重要である。加え

て、 を含む の進展なども踏まえつつ、更なるデジタル技術の活用を促す必要がある。

年度補正予算における省エネ支援パッケージでは、エネルギーマネジメントシステ

ム（ ）の導入や省エネ診断に対する支援を行うこととしており、可視化や最適化を含

め、 への第一歩としての省エネ対策を強力に後押ししていく。

①①省省エエネネ・・非非化化石石転転換換補補助助金金（（ⅣⅣ型型：：エエネネルルギギーー需需要要最最適適化化型型））

省エネ設備への更新を支援する「省エネ・非化石転換補助金」では、省エネ効果が高い

について、事業者の導入を支援する類型（Ⅳ型：エネルギー需要最適化型）を設けてい

る。 年度補正予算においては、同類型について、デジタル技術を活用したエネルギー

消費量の可視化等の取組を支援対象とするため、従来の要件の見直しを行った（図

）。

図 ：省エネ・非化石転換補助金の枠組み

資料：経済産業省「第 回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委

員会 事務局資料 更なる省エネ・非化石転換・ の促進に向けた政策について」（ 年 月）

「「物物資資のの流流通通のの効効率率化化にに関関すするる法法律律（（新新物物効効法法））」」ににおおけけるる

製製造造事事業業者者等等のの荷荷主主事事業業者者にに対対すするる規規制制的的措措置置ににつついいてて

「「物物資資のの流流通通のの効効率率化化にに関関すするる法法律律（（新新物物効効法法））」」のの概概要要

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を改正して 年 月に施行された「物資

の流通の効率化に関する法律（新物効法）」は、物流の 年問題など物流業界における輸送能

力不足の課題に対応するため、製造事業者を含む荷主や物流事業者に対して規制的措置を設けた

法律である。

全全ててのの荷荷主主事事業業者者にに対対すするる規規制制的的措措置置

規制的措置を設けた目的は、荷主・物流事業者間の商慣行を見直し、荷待ち・荷役等時間の短

縮や積載効率の向上等を通じて、物流効率化を推進することである。荷主・物流事業者に対し、

物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、当該措置について政府が具体的

に取り組むべき事項について判断基準を策定した上で、各社の取組状況について、当該判断基準

に基づき、指導・助言を行うこととしている。

特特定定荷荷主主にに対対すするる規規制制的的措措置置

また荷主のうち、年間取扱貨物の重量が一定規模以上となる荷主については、特定荷主として

指定し、中長期計画の作成や定期報告等を義務付けている。各社の取組状況について、判断基準

に基づいて不十分であると認められる場合には、勧告・公表を行うこととしている。加えて、特

定荷主には、物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する者として物流統

括管理者（ ）の選任を義務付けている。

各荷主事業者は 年度における自社の取扱貨物の重量を算定し、その重量の合計が基準重量

以上となる場合は、翌 年度から特定荷主の指定を受け、特定荷主の義務が課されることとな

る。そのため、荷主事業者においては、年度における自社の取扱貨物の重量を把握することが必

要となる。

物物流流効効率率化化にに向向けけたたそそのの他他のの取取組組

物流業界における人手不足に対応するためには、これまで人手で担ってきた工程を自動化・機

械化し、省力化していくことが必要である。経済産業省としては、予算事業による補助も行って

おり、自動化機器、システム導入等のデジタル技術を活用した物流効率化を推進していく。

物流の 年問題： 年 月から、トラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用される一方、人手

不足の中で、何も対策を講じなければ物流の停滞を生じかねないという問題である。喫緊の課題であると同時

に、年々深刻化していく構造的な課題でもあるため、継続的に対応していく必要がある。

物流統括管理者（ ： ）：物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括

管理する者である。物流統括管理者の業務を遂行するためには、運送（輸送）、荷役といった物流の各機能を

改善することだけではなく、調達、生産、販売等の物流の各分野を統合して、流通全体の効率化を計画するた

め、関係部署間の調整に加え、取引先等の社外事業者等との水平連携や垂直連携を推進することなどが求めら

れ、これらの観点から事業運営上の決定を主導することとなる。このため、ロジスティクスをつかさどるいわ

ゆる としての経営管理の視点や役割も期待されていることから、その立場としては、基本として、重要な

経営判断を行う役員等の経営幹部から選任されることが必要である。

経済産業省「産業構造審議会 商務流通情報分科会 流通小委員会・交通政策審議会 交通体系分科会 物流部会・

食料・農業・農村政策審議会 食料産業部会 物流小委員会 合同会議 とりまとめ」（ 年 月）より引用
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②②省省エエネネ診診断断（（ 診診断断のの追追加加））

省エネに関する資格や経験を有する専門家が中小企業を訪ねてアドバイスを行う「省エネ

診断」について、従来、ウォークスルーでの診断を中心としていたが、 年度補正予算事

業より、計測機器を用いた設備・プロセスごとのエネルギー使用状況の可視化、分析・提案

に対応するメニュー（ 診断）を追加した（図 ）。

図 ：省エネ診断の枠組み

資料：経済産業省「第 回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委

員会 事務局資料 更なる省エネ・非化石転換・ の促進に向けた政策について」（ 年 月）
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（（ ））ササププラライイチチェェーーンン横横断断のの にに資資すするる のの取取組組動動向向：：ササププラライイチチェェーーンンデデーータタ連連携携基基盤盤

経済産業省は（独）情報処理推進機構（ ）、業界団体等とともに、企業や業界、国境を

またいだデータ連携に関する取組である「ウラノス・エコシステム」を推進している。

先行ユースケースとして、官民が協調して、自動車・蓄電池サプライチェーン上の企業間

において営業秘密保持やアクセス権限確保を実現しながらカーボンフットプリントを算出す

るためのデータ連携システムを構築した。このシステム運営は、自動車・自動車部品・蓄電

池の各業界団体が 年 月に共同で設立し、 年 月に公益デジタルプラットフォーム運

営事業者認定を取得した「一般社団法人自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター

（ ）」によって担われている（図 ）。

また、 は「ウラノス・エコシステム」について、 （欧州等における自動車の

バリューチェーン全体でデータを共有する枠組み）を始めとする海外プラットフォームとの

相互運用性確保等にも取り組んでいる。同時に、 と連携して、車両 台分の 等につい

て「ウラノス・エコシステム」やデータ連携システムにおける更なるユースケースとして検

討を進めており、今後、 等の海外との連携も目指している。

「ウラノス・エコシステム」のほかの取組としては、製品に含有する化学物質情報をサプ

ライチェーン上で連携し、更にリサイクル情報の伝達まで行うことで、資源循環にも資する

データ連携システムの構築等が進められている。

ここまで述べた取組のように、サプライチェーン全体を可視化し、データ連携を通じて最

適化する取組は、グローバルサプライチェーンの強靱化にも資すると考えられる。我が国に

おいても「ウラノス・エコシステム」をベースとして、サプライチェーン上の関係が深い地

域・国と連携する検討、取組を進めていく必要がある。

以下では、稼ぐ力の向上、 の推進、サプライチェーンの強靱化等に資する の取組と

して、自動車業界において官民連携で検討を進めている 戦略について紹介する。

図 ：自動車・蓄電池業界横断のデータ連携基盤構築事例（ ）

資料：経済産業省「第 回 産業構造審議会 製造産業分科会 資料 製造業を巡る現状の課題と今後の政策の方

向性」（ 年 月）

②②省省エエネネ診診断断（（ 診診断断のの追追加加））

省エネに関する資格や経験を有する専門家が中小企業を訪ねてアドバイスを行う「省エネ

診断」について、従来、ウォークスルーでの診断を中心としていたが、 年度補正予算事

業より、計測機器を用いた設備・プロセスごとのエネルギー使用状況の可視化、分析・提案

に対応するメニュー（ 診断）を追加した（図 ）。

図 ：省エネ診断の枠組み

資料：経済産業省「第 回 総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 省エネルギー小委

員会 事務局資料 更なる省エネ・非化石転換・ の促進に向けた政策について」（ 年 月）
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モモビビリリテティィ 戦戦略略

主主要要領領域域のの取取組組とと戦戦略略のの強強化化にに向向けけてて

戦戦略略策策定定のの背背景景

自動車・モビリティにおいては と の 軸で産業構造の変化が進み、足下では 領域、すな

わち自動運転技術を中心とする （ ）の社会実装に向けた国際競争

が激化している。経済産業省及び国土交通省は、モビリティ 検討会での官民の議論から導き出

した、我が国の自動車産業における 全体を貫く「モビリティ 戦略」を 年 月に策定し、

年及び 年における 日系グローバルシェア 割の獲得を目標として示した。

戦戦略略のの主主要要 領領域域とと領領域域横横断断のの取取組組

戦略では、モビリティ 競争に打ち勝つために官民のリソースを結集して取り組む主要 領域

を定め、取組を進めることとしている（図 ）。

車両の 化

車両の開発・設計の思想が抜本的に刷新され、ソフトウェアを起点とした車両開発が加速化

している。自動車が従来のハードウェア中心から転換する中で、半導体や 、サイバーセキ

ュリティなどの領域での取組を進める。

自動運転技術・ などを活用した新たなモビリティサービスの提供

様々なモビリティサービスが各地域の特性や課題に応じて導入できる状態を目指し、人流・

物流上の社会要請を踏まえたビジネスの具体化を図りつつ、技術の高度化や事業化により自

動運転等の本格的な普及を進める。

データの利活用を通じた新たな価値の創造

取り扱えるデータの量・種類が増大し、データの利活用によって新たな価値を提供する事

業・サービスの創出が期待される。サプライチェーン強靭化に資するデータ連携の取組や

の国内実証、エネルギーマネジメントの取組なども進んでおり、国内外でこうした取組を拡

大する。

領域横断の取組

領域横断の取組として、企業間連携を促進する新たなコミュニティ「モビリティ プラット

フォーム」を立ち上げ、ソフトウェア人材の獲得・育成、企業間の連携等を進める（図 ）。

戦戦略略策策定定後後のの更更ななるる取取組組

戦略策定後も、 ・デジタル技術の変革等により自動車産業を取り巻く環境も大きく変化して

いる。我が国の自動車産業がこの変革下でも国際競争を勝ち抜くため、更なる取組に関する議論

を進めていく。
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図 ：「モビリティ 戦略」に関するロードマップ（令和 年 月）

資料：経済産業省・国土交通省「モビリティ 戦略」（ 年 月）

図 ：モビリティ プラットフォーム

資料：（公社）自動車技術会「モビリティ プラットフォームとは」（ 年 月）

モモビビリリテティィ 戦戦略略

主主要要領領域域のの取取組組とと戦戦略略のの強強化化にに向向けけてて

戦戦略略策策定定のの背背景景

自動車・モビリティにおいては と の 軸で産業構造の変化が進み、足下では 領域、すな

わち自動運転技術を中心とする （ ）の社会実装に向けた国際競争

が激化している。経済産業省及び国土交通省は、モビリティ 検討会での官民の議論から導き出

した、我が国の自動車産業における 全体を貫く「モビリティ 戦略」を 年 月に策定し、

年及び 年における 日系グローバルシェア 割の獲得を目標として示した。

戦戦略略のの主主要要 領領域域とと領領域域横横断断のの取取組組

戦略では、モビリティ 競争に打ち勝つために官民のリソースを結集して取り組む主要 領域

を定め、取組を進めることとしている（図 ）。

車両の 化

車両の開発・設計の思想が抜本的に刷新され、ソフトウェアを起点とした車両開発が加速化

している。自動車が従来のハードウェア中心から転換する中で、半導体や 、サイバーセキ

ュリティなどの領域での取組を進める。

自動運転技術・ などを活用した新たなモビリティサービスの提供

様々なモビリティサービスが各地域の特性や課題に応じて導入できる状態を目指し、人流・

物流上の社会要請を踏まえたビジネスの具体化を図りつつ、技術の高度化や事業化により自

動運転等の本格的な普及を進める。

データの利活用を通じた新たな価値の創造

取り扱えるデータの量・種類が増大し、データの利活用によって新たな価値を提供する事

業・サービスの創出が期待される。サプライチェーン強靭化に資するデータ連携の取組や

の国内実証、エネルギーマネジメントの取組なども進んでおり、国内外でこうした取組を拡

大する。

領域横断の取組

領域横断の取組として、企業間連携を促進する新たなコミュニティ「モビリティ プラット

フォーム」を立ち上げ、ソフトウェア人材の獲得・育成、企業間の連携等を進める（図 ）。

戦戦略略策策定定後後のの更更ななるる取取組組

戦略策定後も、 ・デジタル技術の変革等により自動車産業を取り巻く環境も大きく変化して

いる。我が国の自動車産業がこの変革下でも国際競争を勝ち抜くため、更なる取組に関する議論

を進めていく。
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推推進進時時のの留留意意点点

推進に当たっては、その効果を最大限活かし、想定外の不利益を回避すべく、セキュリ

ティ対策やデータ共有・利活用の在り方検討等を的確に実施することが重要である。こうし

た観点から事業者の取組を支援すべく、経済産業省では以下の手引を整備・公表している。

（（ ））工工場場シシスステテムムののセセキキュュリリテティィ対対策策にに関関すするる手手引引

セキュリティ対策については、日々高度化・巧妙化しているサイバー攻撃から工場システ

ムを守るため、「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドラ

イン」を 年 月に策定した。

さらに、近年は工場のシステムアーキテクチャが変化し、クラウドやデジタルツイン等の

サイバー空間と密接につながった世界におけるセキュリティの在り方を検討する必要性が高

まっていることに対して、「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対

策ガイドライン【別冊：スマート化を進める上でのポイント】」を 年 月に策定した。

（（ ））国国際際的的ななデデーータタ共共有有・・利利活活用用にに関関すするる手手引引

データ共有・利活用については、 （ ：信頼性のある自由

なデータ流通）の理念の下、国際的なデータ共有・利活用を更に拡大し付加価値の創出を促

進することを目指して、「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」を策定し

た。企業の実務担当者向けに、企業における産業データの越境・国際流通に係るデータ管理

の指針となるように、想定されるリスクと打ち手の具体例を取りまとめている。

本マニュアルを通じて、企業が国際的なデータ共有・利活用に取り組む際の主要なリスク

を把握するだけでなく、データ共有・利活用を通じた事業価値の創造や競争力強化に向けた

適切な国際データガバナンスの考え方・プロセスの理解を深めることを目指している。

詳細は以下のコラムにて紹介する。
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企企業業のの国国際際的的ななデデーータタ共共有有・・利利活活用用をを推推進進すするるたためめのの

「「産産業業デデーータタのの越越境境デデーータタ管管理理等等にに関関すするるママニニュュアアルル」」

産産業業デデーータタのの越越境境管管理理のの必必要要性性

や の普及、サプライチェーンの透明化の要請等を背景に、企業における国際的なデータ

共有・利活用の動きが急速に拡大している。同時に、各国・地域においてデータに関する法制の

整備が進む中、企業が保有する産業データの越境移転に対する制限や政府による強制的な開示要

求の規制等が存在し、これらが国際的な企業活動における制約要因となっている。これにより、

中長期的には我が国の産業全体の競争力やデジタル基盤の確立・普及にも影響を及ぼすことが懸

念されている。

このような背景から、各国・地域における産業データのルール形成の動きを踏まえ、これまで

議論が積み重ねられてきた個人情報保護法制以外のデータ関連法に焦点を当て、現状の把握と対

応の在り方を議論する必要性が高まっている。

産産業業デデーータタのの越越境境デデーータタ管管理理等等にに関関すするるママニニュュアアルルのの策策定定

経済産業省は、「国際データガバナンスアドバイザリー委員会」及び「国際データガバナンス

検討会」（デジタル庁・経済産業省共催）の下、 年 月から 月にかけて「産業データサブワ

ーキンググループ」を開催した。この中で、産業データの国際的な共有・利活用に伴うリスクと

企業が取り得る打ち手等について、特に越境移転に焦点を当てて整理を行い、 年 月 日に

「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」を公表した。現在の越境データ管理にお

いて生じ得るリスク及び打ち手の具体例を取りまとめ、企業・産業横断的な共通認識の形成を促

すことを目的としている。

本マニュアルは、企業の規模や業種を問わず、製造業や サービス業を含む幅広い産業を対象

に、企業の事業部門、リスク・コンプライアンス部門、法務部門、データマネジメント部門等の

実務担当者を主要な読者として想定している。

越越境境デデーータタ管管理理ののスステテッッププとと打打ちち手手のの具具体体例例

我が国が国際的に打ち出している （ ：信頼性のある自由なデ

ータ流通）の理念に基づき、本マニュアルでは、「自由な流通・利用促進」、「機密性・権利の保

護」、「信頼性の担保」を「実現したい価値」としている。その裏返しとして、「他国・地域に保

管しているデータに自由にアクセス・管理できない」、「重要なデータ（機密性・権利）が守れな

い」、「データが信頼できない」ことをリスクとしている。

本マニュアルでは、 つのステップ（〈 〉リスクの可視化、〈 〉リスクの評価、〈 〉打ち手の

実施）を定め、各ステップのプロセスを解説している（図 ）。また、想定される代表的なリスク

を「政府の行為によるリスク」と「民間企業の行為によるリスク」にカテゴリー分けし、そのリ

スクに対し有効と考えられる打ち手の方向性を整理している（図 ）。特に「政府の行為によるリ

スク」のデータ移転・事業活動の制限（データローカライゼーション）、データの強制的なアク

セス（ガバメントアクセス）、データの共有・開示の義務化について、上記の つのステップに基

づいて具体例をまとめている。

本マニュアルを活用することで、企業は国際的なデータ共有・利活用に伴うリスクを適切に管

理し、事業価値の創造や競争力強化に向けた適切な国際データガバナンスの考え方・プロセスの

理解を深めることが可能となる。

推推進進時時のの留留意意点点

推進に当たっては、その効果を最大限活かし、想定外の不利益を回避すべく、セキュリ

ティ対策やデータ共有・利活用の在り方検討等を的確に実施することが重要である。こうし

た観点から事業者の取組を支援すべく、経済産業省では以下の手引を整備・公表している。

（（ ））工工場場シシスステテムムののセセキキュュリリテティィ対対策策にに関関すするる手手引引

セキュリティ対策については、日々高度化・巧妙化しているサイバー攻撃から工場システ

ムを守るため、「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドラ

イン」を 年 月に策定した。

さらに、近年は工場のシステムアーキテクチャが変化し、クラウドやデジタルツイン等の

サイバー空間と密接につながった世界におけるセキュリティの在り方を検討する必要性が高

まっていることに対して、「工場システムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対

策ガイドライン【別冊：スマート化を進める上でのポイント】」を 年 月に策定した。

（（ ））国国際際的的ななデデーータタ共共有有・・利利活活用用にに関関すするる手手引引

データ共有・利活用については、 （ ：信頼性のある自由

なデータ流通）の理念の下、国際的なデータ共有・利活用を更に拡大し付加価値の創出を促

進することを目指して、「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」を策定し

た。企業の実務担当者向けに、企業における産業データの越境・国際流通に係るデータ管理

の指針となるように、想定されるリスクと打ち手の具体例を取りまとめている。

本マニュアルを通じて、企業が国際的なデータ共有・利活用に取り組む際の主要なリスク

を把握するだけでなく、データ共有・利活用を通じた事業価値の創造や競争力強化に向けた

適切な国際データガバナンスの考え方・プロセスの理解を深めることを目指している。

詳細は以下のコラムにて紹介する。
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図 ：越境データ管理の つのステップ

資料：経済産業省「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」（ 年 月）

図 ：国際的なデータ共有・利活用におけるリスクと打ち手

資料：経済産業省「産業データの越境データ管理等に関するマニュアル」（ 年 月）
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